
 

 

習 志 野 市 補 助 金 審 査 委 員 会 設 置 要 綱  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

習 志 野 市 公 告 第 ２ ２ 号  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  習 志 野 市 が 交 付 す る 補 助 金 の 適 正 で 効 果 的 な 交 付 を 図 り 、 も っ て 市 民 に

開 か れ た 補 助 金 制 度 を 推 進 す る た め 、 習 志 野 市 補 助 金 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員

会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 補 助 金 交 付 基 準 に 基 づ く 補 助 金 の 審 査 に 関 す る こ と  

（ ２ ） 公 募 型 補 助 金 制 度 に 関 す る こ と  

（ ３ ） そ の 他 補 助 金 に 関 す る こ と  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 委 員 ５ 名 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 識 見 を 有 す る 者  

（ ２ ） 習 志 野 市 経 営 改 革 懇 話 会 の 委 員  

（ ３ ） 公 募 委 員  

（ ４ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 者  

３  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

４  委 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 （ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 ４ 条  委 員 会 に 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

２  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  副 委 員 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き 又 は 欠 け た と き は そ の 職 務

を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 ５ 条   委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 招 集 し 、 委 員 長 が 議 長 と な る 。  

２  委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 を 聴 取 し 、 又 は こ れ



 

 

ら の 関 係 者 に 対 し て 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 行 政 改 革 担 当 部 に お い て 処 理 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長

が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ８ 年 １ １ 月 １ ５ 日 公 告 第 １ ２ ２ 号 ）  

 こ の 公 告 は 、 公 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ２ ５ 日 公 告 第 ５ １ 号 ）  

 こ の 公 告 は 、 公 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  


